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下記 1～3について、日本薬剤師会より連絡がありましたのでお知らせいたします。 
なお、本件を含め関連情報については日薬ホームページ及び本会ホームページに掲載して
おり随時更新しております。 
 

１．東北地方太平洋沖地震及び長野県北部の地震による被災者に係る一部負担金等の

取扱いについて 

 
 

 



 

 
 

 



２．平成 23 年東北地方太平洋沖地震及び長野県北部の地震による被災者に伴う保険

診療関係等の取扱いについて 
 

本通知は、地震の被災に伴う保険診療・保険調剤の取扱いが示されたものです。 

保険薬局等の建物が全半壊した場合のほか、保険調剤については、①被災地の保険薬局に

おいて処方せん(通常の処方せん様式によらない、医師の指示を記した文書等を含む)を受付

けた場合、②患者が処方せんを持参せずに調剤を求めてきた場合、③救護所、避難所救護セ

ンター等で処方せんの交付を受けたと認められる場合－の取扱いが示されています。 

   

 

 

 

 



 

 

３．平成 23 年東北地方太平洋沖地震による被災者の公費負担医療の取扱いについて 
  

本件は、被災者の公費負担医療の取扱いに関するものです。各制度の詳細については、

日薬ホームページにてご確認をお願いいたします。 

 

 


